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須恵町総合計画審議会条例

（昭和45年３月23日須恵町条例第8号）
（審議会の目的及び設置）
第１条　地方自治法（昭和22年法律第67号）の趣旨に従い須恵町の総合計画に関する事項につ

いて町長の諮問に応ずる審議及び必要な調査を行うため須恵町総合計画審議会（以下「審
議会」という。）を設置する。

（組織）
第２条　審議会は、委員14人で組織する。
　　　　２　委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
　　　　（１）　町議会議員　４人
　　　　（２）　町教育委員会の委員　１人
　　　　（３）　町農業委員会の委員　１人
　　　　（４）　町内の公共的団体の役員又は職員　２人
　　　　（５）　町の職員　２人
　　　　（６）　住民代表　２人
　　　　（７）　学識経験を有する者　２人
（委員の任期）
第３条　第１条に規定する諮問にかかる事務が終了したときは、解任されるものとする。
（会長及び副会長）
第４条　審議会に会長及び副会長を置く。
　　　　２　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
　　　　３　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
　　　　４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長がかけたるときは、その
　　　　　　職務を代理する。
（会議）
第５条　審議会の会議は、会長が招集する。
　　　　２　審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
　　　　３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとろ
　　　　　　による。
（庶務）
第６条　審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。
　　　　（改正（平21条例第４号））
（委任）
第７条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会には
　　　　かって定める。
附　則
この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成３年３月20日条例第３号）
この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成21年３月23日条例第４号）
この条例は、平成21年４月１日から施行する。
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須恵町総合計画審議会委員名簿

役　職 構成根拠 氏　名

会　長 学識経験者 井　上　　　仁

副会長 公的団体役員 荻　　　雅　晴

委　員 町議会議長 三　⻆　良　人

委　員 町議会議員 松　山　力　彌

委　員 町議会議員 原　野　敏　彦

委　員 町議会議員 三　⻆　榮　重

委　員 町教育委員 今　泉　靖　親

委　員 町農業委員 御手洗　美　成

委　員 公的団体役員 百　田　こずえ

委　員 住民代表 母　里　　　渉

委　員 住民代表 中　嶋　三記夫

委　員 学識経験者 渡　邉　一　征

委　員 町　職　員 平　松　秀　一

委　員 町　職　員 櫻　木　幹　夫

第五次須恵町総合計画（後期計画）策定経過

日　付 策定の経過 内　容

平成27年4月 組織体制の検証 後期計画策定に関する組織体制の検証

平成27年10月 各課ヒアリング 施策に対する各課への意見聴取

平成27年12月22日 第１回　須恵町総合計画審議会
第五次須恵町総合計画（後期計画）策
定について

平成27年12月22日 諮問 須恵町長より総合計画審議会へ諮問

平成28年1月 各課ヒアリング 施策に対する各課への意見聴取

平成28年2月22日 第2回　須恵町総合計画審議会
第五次須恵町総合計画（後期計画）（案）
について

平成28年2月26日 答申 総合計画審議会より町長へ答申
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諮　　問

須恵町長より総合計画審議会会長へ諮問

27 須発第 271222-101 号

平成 27年 12月 22日

須恵町総合計画審議会

　　　会長　　井上　仁 　殿

須恵町長　中嶋　裕史

第五次須恵町総合計画について（諮問）

　須恵町総合計画審議会条例（昭和 45年須恵町条例第 8号）第 1条の規定により、下記事

項について諮問いたします。

記

第五次須恵町総合計画（後期計画）案について
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答　　申

総合計画審議会より須恵町長へ答申

27 須発第 280226-007 号

平成 28年 2月 26日

須恵町長　中嶋　裕史　殿

須恵町総合計画審議会

会長　　井上　仁

第五次須恵町総合計画について（答申）

　平成 27 年 12 月 22 日付 27 須発第 271222-101 号をもって諮問された第五次須恵町総

合計画（後期計画）について、本審議会において慎重かつ十分な審議をした結果、概ねその

内容を妥当なものと認めたので、ここに答申いたします。

　なお、本総合計画の推進にあたっては、住民ニーズに即した施策の推進により、まちの将

来像「すえながく 笑顔輝き 緑あふれる コミュニティ創造の郷　～水の緑と光のまち 須恵

～」の実現に努められることを要望します。
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※相関係数：2つの指標の推移の相似状況を示す指標で、1に近いほど推移が似ており、関連性があると想定される。

将来人口推計

1.住宅供給の動向を踏まえた将来人口推計
　平成22年の国勢調査結果を基準に、国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）が
算出した平成27年度の推計値は26,239人となるが、住民基本台帳人口要覧の平成27年12月
31日時点の人口は、27,667人となっており、乖離がみられる。
　そこで、人口増加と関連があると想定される住宅供給の動向に着目し、住宅供給を説明変
数とした人口推計を実施した。

2.人口推移と住宅延床面積の推移
　須恵町の「住民基本台帳人口要覧」に基づく人口の推移と、「固定資産の価格等に関する
概要調書」に基づく民間住宅の延床面積の推移（平成12～ 26年推移）を図１に示した。
　いずれも緩やかな増加傾向となり、また2つの数値の推移の相関係数※は0.92と高い相関
がみられたことから、人口と住宅の延床面積は、関連があることが伺える。

　　　　　　　　
 

図１　人口と延床面積の推移
出典：住民基本台帳人口要覧（総務省）、固定資産の価格などに関する概要調書（福岡県）　　　　　　　

3.新築着工面積の推移
　「固定資産の価格などに関する概要調書」に基づく民間住宅の新築着工の推移を表１に示
した。
　戸建住宅は、毎年100戸を前後に、比較的増加傾向にある。一方、集合住宅は、平成23
年度以降、新規に建設されていない。

　表１　人口と延床面積の推移

※集合住宅の平均は、Ｈ21～Ｈ23年の3カ年平均である。

出典：固定資産の価格などに関する概要調書

相関係数：0.92
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4.新築着工面積の推移
　「住宅・土地統計調査」に基づく戸建住宅の階数別割合の推移を図２に示した。
　平成15年から平成25年の10年間の推移では、1階建は減少傾向にある一方、2階建は、増
加傾向となり、その割合も増えている。
　このことから、新築着工される戸建住宅は、ほとんどが2階建て以上と想定される。
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出典：住宅土地統計調査　　　　　　　　　

（階数別のto 数）　　　　　　　（階数別の住宅割合）
図 2　戸建住宅の階数別の戸数及び割合の推移
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5.未利用地の面積
　平成27年時点での須恵町町内の未利用地及び宅地造成中の面積は、表２に示す通りとな
る。宅地造成中の用地は、いずれも用途地域内となる。

表２　未利用地一覧表

 

未利用件数：132件　未利用地面積：175,212㎡
出典：平成26年度　須恵町都市計画基礎調査

　

：宅地造成中の対象地
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6.宅地開発中の面積と想定される住宅延床面積
　宅地造成中の用地の開発面積及び住宅戸数は、表３に示す通りとなる。平成27年度に開
発が完了し、分譲予定である。

表３　未利用地の開発面積

 

 
　上記の住宅戸数に対し、想定値として、共同住宅・長屋住宅の延床面積：60.3㎡（平成
21～ 23年の平均値）、その他：延床面積：116.1㎡（平成21年～平成26年の平均値）の値
を乗じると、平成27年の各開発地における想定延床面積は、表４に示すとおり7,752.6haと
なる。

表４　未利用地の開発面積 

 

※開発面積の合計は、端数処理（四捨五入）の関係で各種類面積の合計と一致しない。

　　いずれの面積も、容積率が制限値以下となっている。

新規戸数は、第一種＋第二種低層住居専用地域：第一種居住地域
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その他
（147 人）

7.住宅供給の将来予測
　須恵町への人口の主な流入先と想定される福岡都市圏の人口予測は、平成42年（2030年）
まで増加が予測されていることから、須恵町においても、今後も継続的な人口増加が見込ま
れると想定される。
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出典：地域経済分析システム

図３　市区町村別須恵町への転入数（2014年） 

　また人口増加と合わせて、関連性の高い住宅供給も今後継続されると想定する。
現在未利用地の面積は、平成26年で175,212㎡であり、平成21年の229,715㎡と比較すると、
5年間で、54,503㎡（年平均10,900㎡）減少している。

表５　未利用地集計表

出典：平成26年度　須恵町都市計画基礎調査　　　　　　　　　　　　

1 位

2 位

3位

4位

5位

6位

7位

8位

9位

10 位

福岡県福岡市博多区 40 人（10％）

福岡県粕屋町 22 人（5.5％）

福岡県福岡市東区 20 人（5％）

佐賀県佐賀市 18 人（4.5％）

福岡県篠栗町 17 人（4.2％）

福岡県大野城市 15 人（3.7％）

鹿児島県鹿児島市 14 人（3.5％）

福岡県福岡市 14 人（3.5％）

福岡県福岡市西区 14 人（3.5％）

福岡県北九州市八幡西区 14 人（3.5％）

福岡都市圏の人口は2030年まで増加と推計

福岡都市圏…福岡市、宗像市、福津市、古賀市、新宮町、久山町、
粕屋町、篠栗町、志免町、須恵町、宇美町、春日市、
太宰府市、筑紫野市、大野城市、那珂川町、糸島市

出典：福岡都市圏における連携の取組みと福岡市の役割

　　　         図４　福岡市の人口推計 

須恵町への転入者数は、ほ
とんどが福岡都市圏となる

104



　これらの諸条件を踏まえ、平成27年（2015年）の宅地開発に伴う住宅延床面積は、前述
した通り7,752.6㎡とし、2016年以降は、10,900㎡毎の開発が見込まれると想定する。また、
戸建住宅のニーズが多いことから、戸建住宅のみの開発整備がある場合を想定する。

　1戸当たりの平均延床面積は、116㎡（平成21～ 26年の平均値）とし、2階建てと想定す
ると、建築面積で58.0㎡（116÷2階）となる。よって、建ぺい率60％で、想定される1戸
当たりの敷地面積は、以下の通りとなる。

　　・建ぺい率60％の場合の1戸当たり敷地面積：　58.0㎡／ 0.6≒100㎡
　
　但し、第一種、第二種低層住宅専用地域では、敷地面積の最低限度が200㎡とされている
ことから、最低敷地面積は、以下の通りとなる。

　
　・第一種低層住居専用地域：200㎡
　・第一種住居地域　　　　：100㎡

　また、必要とされる前面道路幅員を4ｍとし、100㎡の区画割りを10ｍ×10ｍマス、200
㎡の区画割を10×20㎡と想定し、全面道路部分に接する延長はいずれも10ｍとした場合の、
接続道路として必要な面積は、以下の通りとなる。

　　・1区画当たりに必要な全面道路面積　道路幅員4ｍ／ 2×10ｍ＝20㎡
　
　以上のことから、想定される平均的な１戸当たり必要面積は、以下の通りとなる。

　
　・第一種低層住居専用地域：200㎡＋20㎡＝220㎡
　・第一種住居地域　　　　：100㎡＋20㎡＝120㎡

　上記の住宅を年間10,900㎡の開発ペースで分譲すると想定した場合の住宅延床面積の推
移は、以下に示す通りとなり、平成40年（2028年）年まで開発が続くと想定される。

表６　住宅延床面積の推移

 

 

第一種、第二種低層住宅専用地域の面積がなくなる平成34年
（2022年）以降は、第一種居住地域で200㎡／戸の開発があ
ると想定。
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8.住宅供給を説明変数とした人口将来予測
　人口推移と住宅の延床面積の相関係数0.92と高いことから、住宅延床面積の将来値を基
に、人口推計が可能と考えられる。ここで、住宅延床面積を説明変数とし、平成12年から
平成26年の値を用いた回帰式は、以下に示す通りとなる。

　　　　　　　　　　　　　　　　X≒16.39＋0.011Y

　この回帰式を基に、新規宅地開発に伴う住宅延床面積の予測値で、人口推計を実施したと
ころ、図５に示すとおり、宅地開発が終了する平成40年（2028年）で、約28,000人の推計
となった。　

 

 

788 796 805 821 832 844 855 862 871 884 897 914 925 943 957 965 972 980 987 994 1,001 1,008 1,015 1,022 1,029 1,036 1,044 1,051 1,057 

25.1 25.3 25.5 25.6 25.6 25.7 25.7 25.8 25.8 25.9 26.0 26.4 26.6 27.1 27.2 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.4 27.5 27.6 27.7 27.7 27.8 27.9 28.0 28.0 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

40.0 

45.0 

50.0 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

図５　住宅延床面積を説明変数とした回帰式に基づく人口推計

　なお、住民基本台帳に基づく須恵町の平成27年1月1日現在の人口は、27,372人となって
いることから、回帰式によって算出された平成27年人口27,037人に対し、補正をかけた修
正推移は、図６に示す通りとなる（平成28年以降の推計値に対し、27,372 ／ 27,037≒1.01
を乗じて補正）。
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図６　平成27年人口を補正した人口推計
 

実績値 推計値

実績値 推計値
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　この人口推計値を基準値とし、国立社会保障・人口問題研究所が推計している年齢別人口
グラフを按分推計すると、図７に示す通りとなる。
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図７　年齢別人口推計グラフ

実績値 推計値

※H27（2015）は、平成27年1月1日の住民基本台帳のデータとなる。
※将来人口は年齢区分別の人口を用いたコーホート要因法により算出しているため、平成22年国勢調査
に基づく人口は、年齢不詳数（5人）を除く26,039人を用いている。
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